
処分の程度 処分年月日 事件概要

免職 R7.5.13

　令和７年４月４日（金）午後７時３０分頃から翌５日（土）午前４時

頃にかけて、１人で訪れたいわき市内の飲食店でハイボール７杯、サン

グリア１杯、焼酎水割り７杯、ジントニック１杯及びテキーラ５杯また

は６杯を飲んだ後、帰宅するため自家用車の運転をはじめ、いわき市小

名浜地区を走行していた午前４時１０分頃、付近の電柱に衝突し、電柱

の所有者に物損を与えたものである。

停職６月 R7.5.13

　令和６年７月３日（水）午後７時５８分頃、会津若松市内の店舗にお

いて、女性客のスカート内にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影し

ようとしたものである。

減給１月 R7.7.18

　令和７年３月２０日（木）、私用のため、宮城県仙台市から宮城県刈

田郡蔵王町に向かう途中、私有自動車で宮城県柴田郡村田町大字村田字

西原１７４番地１号付近の宮城県道２５号岩沼蔵王線を宮城県刈田郡蔵

王町方面へ走行していた午前１０時４５分頃、法定速度時速４０㎞の現

場を時速７５㎞で走行し、取締中の警察官に停車を求められ、法定速度

を時速３５㎞超過していたとして検挙されたものである。

減給１月 R7.7.18

　令和７年３月、県内の飲食店で行われた所属の懇親会終了後に、女性

職員を自宅に招き入れ２人で飲酒をした後、同職員が帰宅する際に抱き

つき不快感を与えるというセクシュアル・ハラスメント行為をしていた

ことが、同職員からの申し出により判明したものである。

免職 R8.2.5

　ＳＮＳアプリ「Ｘ」に令和７年８月２４日（日）に開催されるコン

サートのチケットを販売する旨の虚偽の投稿をして購入希望者を募った

上、同投稿を見て購入を希望した女性に対し、前記チケットを確実に入

手できる見込みはなく、かつ、これを販売する意思もないのに、これら

があるように装い、同年８月１日（金）から同月２日（土）にかけて、

ＳＮＳアプリ「Ｘ」及び「ＬＩＮＥ」を利用し、同女性に前記チケット

２枚を１万９６００円で販売する旨の虚偽のメッセージを送信し、自身

に１万９６００円相当の電子マネーを送金すれば、前記チケットを入手

できるものと誤信させ、同日、決済サービス「ＰａｙＰａｙ」を利用し

て、自身に電子マネーを送金させて、もって人を欺いて財産上不法の利

益を得たものである。
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